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○海区漁業調整委員会が開催する公聴会に関する手続規程 

 

平成 12 年 8 月 14 日 

 

        佐賀県有明海区漁業調整委員会告示第２号 

松浦海区漁業調整委員会告示第２号 

 

(根拠) 

第１条 佐賀県有明海区漁業調整委員会及び松浦海区漁業調整委員会(以下「委員会」とい

う。)が漁業法(昭和 24 年法律第 267 号)の規定に基づいて公聴会を開催するときは、この

規程の定めるところによる。 

 

(開催の決定) 

第２条 委員会において、公聴会を開こうとするときは、あらかじめその決議をしなければ

ならない。 

 

(日時、案件等の公示) 

第３条 委員会は、公聴会を開こうとするときは、その開催の期日の少なくとも 5 日前に、

日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示する。 

２ 前項の公示は、インターネットを利用して閲覧に供する方法のほか、会長が適当と認め

る場所に掲示する方法により行うものとする。 

(平 21／有明海漁委／松浦海漁委／告示 3・一部改正) 

 

(文書の提出) 

第４条 委員会は、公聴会において意見を述べようとする者(以下「公述者」という。)に、

あらかじめ発言内容の要旨等を文書で提出させることができる。 

 

(公述者の範囲) 

第５条 公聴会における公述者の範囲は、左に掲げるものとする。 

(1) 漁業権者 

(2) 入漁権者 

(3) 漁業権漁業の経営者 

(4) 漁業協同組合関係者 

(5) その他利害関係のある者 

 

(公述機会の公平) 

第６条 公聴会において意見を聴こうとする案件につき、賛成者と反対者とがあるときは、

双方から公述者を選ぶものとする。 
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(公述者の発言) 

第７条 公述者は、公聴会の期日に出席し、会長の許可を得て発言することができる。 

 

第８条 公述者の発言は、その意見を聴こうとする事件の範囲を超えてはならない。 

２ 公述者の発言が前項の範囲を超え、又は公述者に不穏当な言動があったときは、会長は

その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。 

 

(委員の質疑) 

第９条 委員会の委員は、公述者に対して質疑することができる。ただし、公述者が委員に

質疑することはできない。 

 

(代理人又は文書による公述) 

第１０条 公述者は、委員会の同意を得た場合には代理人に意見を述べさせ、又は文書で意

見を提出することができる。 

２ 前項の規定により公述者の代理人として発言する者は、代理人であることを証する書面

を提示しなければならない。 

 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成 21 年／有明海漁委／松浦海漁委／告示第 3 号) 

この告示は、公布の日から施行する。 
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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第１号 

 

 佐賀県有明海区における第１種区画漁業権（のり養殖業）漁場について、漁

業法第１２０条第１項の規定により次のとおり指示する。 

 

昭和４８年 ９月 ８日 

昭和５６年１０月 ５日一部改正 

平成 ５年 １月２０日一部改正 

令和 ３年 ２月 ４日一部改正 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   

会 長  德 永  重 昭   

 

１ 第１種区画漁業権漁業に基づくのり養殖施設の周囲５０メートル以内の区

域には当該漁業権者あるいは入漁権者以外は立入ってはならない。 

ただし、第１種及び第３種区画漁業権（貝類養殖業）漁場内において、当

該漁業権者が漁業権に基づき操業する場合並びに佐賀県有明海区漁業調整委

員会が特に必要と認めた場合はこの限りでない。 

 

２ 共同漁業権漁業に基づく採貝業及びその他の各種漁業は、第１種区画漁業

権（のり養殖業）漁場及び当該漁場周辺に設けられた１８０メートル、９０

メートル（１００間、５０間）の大船通し、大潮通しの区域内においてはの

り養殖業の操業期間中は操業してはならない。 

ただし、第１種及び第３種区画漁業権（貝類養殖業）漁場内において、当

該漁業権者が漁業権に基づき操業する場合並びに佐賀県有明海区漁業調整委

員会が特に必要と認めた場合はこの限りでない。 

 

３ 指示の期間は、令和３年２月４日から令和５年８月３１日までとする。 
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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第４０号 

 

 佐賀県有明海区における共同漁業権有共第１号第２種共同漁業の竹羽瀬漁業

の保護のため、漁業法第１２０条第１項の規定により次のとおり指示する。 

ただし、佐賀県有明海区漁業調整委員会長が認めた場合は、この限りでない。 

  

 平成３０年７月２４日 

 令和 ３年２月 ４日一部改正 

 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   

会 長  德 永  重 昭   

 

 平成３０年９月１日から令和５年８月３１日までの間、竹羽瀬両こうで先を

７０メートルに延長した点を結ぶ線以内と、こうでと袋網の後面１０メートル

以内の区域。 

 上記保護区域内では当該漁業に著しく支障をおよぼす漁業を営み、当該漁業

の魚道を遮断し、又は、魚群を逸散させる行為をしてはならない。 
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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第４２号 

 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により佐賀県

有明海区におけるムツゴロウ及びシオマネキの採捕について、次のとおり指示

する。 

ただし、佐賀県有明海区漁業調整委員会が特に必要と認めた場合は、この限

りでない。 

なお、平成２８年２月１８日付け佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第２９

号及び同第３０号は、平成３１年３月１日をもって廃止する。 

 

平成３１年２月１２日 

 令和 ３年２月 ４日一部改正 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   

会 長  德 永  重 昭   

 

１ 全長１０センチメートル以下のムツゴロウは、採捕してはならない。 

 

２ ５月１日から５月３１日までの間、ムツゴロウを採捕してはならない。 

 

３ 次の区域内においては、ムツゴロウ及びシオマネキを採捕してはならない。 

六角川のうち、次の直線Ａ及びＢによって囲まれた区域（別図１） 

直線Ａ 杵島郡白石町有明干拓福富地区林源林太郎搦排水樋管下流端と

小城市芦刈町道免１３７１番地４１地先住ノ江港第４号灯標を

通る直線 

直線Ｂ 佐賀県小城市芦刈町と同杵島郡白石町にかかる住ノ江橋下流端 

 

４ 次の区域内においては、ムツゴロウを採捕してはならない。 

ア、イ、ウの各点を順に結んだ直線とウから只江川右岸側桟橋の西側縁 

辺に沿って点エに至る線及び最大高潮時海岸線とによって囲まれた海域（別

図２） 

 点ア 只江川河口南西側に位置する排水機場（杵島郡白石町新有明農

林南部排水機場）から有明海側に突出したコンクリート舗装排水

路の先端南西端 

 点イ 只江川河口右岸側桟橋（杵島郡白石町新有明漁港一号物揚桟橋）

の南西側に取り付けた斜路の先端部北西端 

 点ウ 点イの斜路の桟橋への取付基部北西端 

 点エ 只江川河口右岸側桟橋の国営有明干拓堤防への取付基部西端 

 

５ 指示の期間は、平成３１年３月１日から令和５年８月３１日までとする。 
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（図１）

（図２）

Ａ

Ｂ
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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第５５号 

 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により佐賀県

有明海区におけるタイラギの採捕について、次のとおり指示する。ただし、佐

賀県有明海区漁業調整委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 

 

 令和４年３月２２日 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   

会 長  西 久 保  敏   

 

１ 次の区域内においては、タイラギの採捕を禁止する。 

ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ及びコの各点を順に結んだ直線と最大

高潮時海岸線とによって囲まれた海域（別図のとおり） 

 

点ア 福岡県柳川市七ツ家の南西角に設置された有明海佐賀・福岡両県漁場

境界標石柱と佐賀市川副町大字大詫間字元治搦の南東角に設置された

有明海佐賀・福岡両県漁場境界標石柱とを結んだ直線上の中央点 

（世界測地系） 

点イ 北緯 33 度４分 17 秒  東経 130 度 18 分 14 秒 

点ウ 北緯 33 度４分 23 秒  東経 130 度 17 分 45 秒 

点エ 北緯 33 度６分 39 秒  東経 130 度 15 分 26 秒 

点オ 北緯 33 度５分 44 秒  東経 130 度 12 分 54 秒 

点カ 北緯 33 度４分 36 秒  東経 130 度 11 分 49 秒 

点キ 北緯 33 度３分 18 秒  東経 130 度 11 分 25 秒 

点ク 亀瀬灯標 

点ケ 北緯 32 度 58 分 05 秒 東経 130 度 13 分 40 秒 

点コ 夜灯鼻灯台 

 

２ 指示の期間は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までとする。 
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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第５６号 

 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により、佐賀

県有明海区におけるアゲマキの採捕について、次のとおり指示する。 

ただし、佐賀県有明海区漁業調整委員会が必要と認めた場合は、この限りで

ない。 

  

 令和４年５月３１日 

 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   

会 長  西 久 保  敏    

 

１ アゲマキの採捕を禁止する。 

 

２ 指示の期間は、令和４年６月１日から令和５年５月３１日までとする。 
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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第５７号 

 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により、佐賀

県有明海区におけるウミタケの採捕について、次のとおり指示する。 

ただし、佐賀県有明海区漁業調整委員会がウミタケ資源の保護に支障がない

として特に認めた場合は、この限りでない。 

  

令和４年５月３１日 

 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   

会 長  西 久 保  敏  

 

１ ウミタケの採捕を禁止する。 

 

２ 指示の期間は、令和４年６月１日から令和５年５月３１日までとする。 
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佐有水振第 2173 号 

令和 5 年 3 月 2 日 

 

佐賀県有明海漁業協同組合 

代表理事組合長  西久保 敏 様 

 

 佐賀県有明水産振興センター  

所長 川原 逸朗 

 

 

令和 5年度佐賀県有明水産振興センターが実施する調査・研究への同意について（依頼） 

 

 

 佐賀県有明水産振興センターの業務につきましては、日頃よりの御協力いただき厚く

お礼申し上げます。 

さて、当センターでは令和 5 年度に水産生物の採捕や漁場内への立入りを伴う調査・

研究を下記のとおり実施することとしています。本調査は、二枚貝類の資源回復やノリ

養殖の生産安定につなげるため、試験研究、漁業者への技術普及等に活用する基礎的な

データを得るものです。 

 つきましては、当該調査の趣旨を御理解いただき、実施について御同意いただきます

ようお願いします。 

 また、御同意の上は、お手数ですが、別紙同意書を令和 5 年 3 月 9 日までに当センタ

ーへお送りください。 

 

※ 別紙計画書以外の当センターが実施する緊急対応の調査等についても、御理解の程よ

ろしくお願いします。 

 

 

                                      記 

１．調査項目（別紙計画書参照） 

・二枚貝類（タイラギ、アゲマキ、ウミタケ、サルボウ、アサリ）の資源回復等に関す 

 る調査・研究 

・底質環境調査 

・ノリ養殖状況把握調査 

 

2．調査時期 

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで 
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